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令和６年第２回中間市議会定例会会期日程

（会 期 ６月１８日～７月４日：１７日間）

月 日 曜 本 会 議 委員会 審 査 事 項

６月１８日 火
開 議

午前１０時

１．会期の決定

２．同意案第１号・同意案第２号

３．承認第２号～承認第８号

４．第３３号議案～第３７号議案

┌ 議案上程・提案理由説明 ┐

└ 質疑・討論・採決 ┘

６月１９日 水 休 会

６月２０日 木
開 議

午前１０時

１．一般質問

２．承認第２号～承認第８号

３．第３３号議案～第３７号議案

［ 質疑・討論・採決・委員会付託 ］

６月２１日 金 休 会

６月２２日 土 休 会

６月２３日 日 休 会

６月２４日 月 休 会 委員会

６月２５日 火 休 会 委員会

６月２６日 水 休 会 委員会

６月２７日 木 休 会

６月２８日 金 休 会 委員会

６月２９日 土 休 会

６月３０日 日 休 会

７月 １日 月 休 会

７月 ２日 火 休 会

７月 ３日 水 休 会

７月 ４日 木
開 議

午前１０時

１．第３３号議案～第３７号議案

２．意見書案第４号～意見書案第６号

３．決議案第１号

┌ 提案理由説明・委員長報告 ┐

└ 質疑・討論・採決 ┘
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諸 般 の 報 告

第２回中間市議会定例会

令和６年６月１８日

（報告書の受領）

１．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

令和６年３月２２日、４月１５日、５月２１日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ

受領した。

記

（１）令和５年度一般会計及び特別会計等 令和６年１月～３月分

（２）令和５年度中間市水道事業会計 令和６年１月～２月分

（３）令和５年度中間市公共下水道事業会計 令和５年１２月～令和６年２月分

２．地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査結果報告書を、令和６年３月２

５日、４月１５日、５月２０日、６月１０日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ受

領した。

記

（１）都市計画課 令和３年度

令和４年度

（２）建 設 課 令和３年度

令和４年度

（３）健康増進課 令和２年度

令和３年度

令和４年度

（４）環境保全課 令和２年度

令和３年度
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令和４年度

（５）安全安心まちづくり課 令和３年度

令和４年度

令和５年度

（６）生涯学習課 令和２年度

令和３年度

令和４年度

（７）中間東小学校 令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

（８）底井野小学校 令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

３．地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分の報告書を、令和６年５月２４

日付で市長から下記のとおり受領した。

記

（１）損害賠償の額を定め、和解することについて

・相 手 方 春 日 市 在 住 男性

・事故の概要 事故発生日時 令和６年１月２８日（日）午後２時１５分頃

事故の発生場所 中間市大字上底井野１３８８

事 故 の 状 況 市職員が市内火災防ぎょ困難地域の調査に出向し

た際、道路が狭隘な上記発生場所を消防自動車で

通行中、相手方家屋の屋根瓦と接触し、損傷させ

た。
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・損害賠償の額 ２３，９８０円

４．地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和５年度中間市一般会計繰越明

許費繰越計算書を、令和６年５月２７日付で市長から受領した。

５．地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、令和５年度中間市水道事業

会計継続費繰越計算書を、令和６年６月４日付で市長から受領した。

(意見書の提出)
６．令和６年３月２１日の本会議で可決された下記の意見書を、同日付で関係機関に対し

てそれぞれ送付した。

記

（１）若者のオーバードーズ（薬物の過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書

（２）官房機密費の廃止と従前の使途の公開を求める意見書

（３）企業・団体献金の全面禁止等に関する意見書



- 6 -



- 7 -

────────────────────────────────────────

令和６年 第２回 ６月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日）

令和６年６月18日（火曜日）

────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

令和６年６月18日 午前10時 00分開会

日程第 １ 会期の決定

日程第 ２ 同意案第１号 中間市等公平委員会委員の選任について

（日程第２ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第 ３ 同意案第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

（日程第３ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第 ４ 承認第２号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和６年度中間市一般会計補正予算（第１号））

日程第 ５ 承認第３号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第

１号））

日程第 ６ 承認第４号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和６年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第１

号））

（日程第４～日程第６ 提案理由説明）

日程第 ７ 承認第５号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（中間市市税条例の一部を改正する条例）

日程第 ８ 承認第６号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（中間市都市計画税条例の一部を改正する条例）

日程第 ９ 承認第７号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

（日程第７～日程第９ 提案理由説明）

日程第１０ 承認第８号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（損害賠償の額を定め、和解することについて）

（日程第１０ 提案理由説明）

日程第１１ 第３３号議案 令和６年度中間市一般会計補正予算（第２号）

（日程第１１ 提案理由説明）

日程第１２ 第３４号議案 水槽付消防ポンプ自動車の購入について

（日程第１２ 提案理由説明）
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日程第１３ 第３５号議案 中間市道路線の廃止について

日程第１４ 第３６号議案 中間市道路線の認定について

日程第１５ 第３７号議案 中間市道路線の変更について

（日程第１３～日程第１５ 提案理由説明）

日程第１６ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────

出席議員（16名）

１番 小林 信一君 ２番 堀田 克也君

３番 田口 善大君 ４番 蛙田 忠行君

５番 柴田 芳信君 ６番 田口 澄雄君

７番 山本 慎悟君 ８番 安田 明美君

９番 掛田るみ子君 １０番 中尾 淳子君

１１番 阿部伊知雄君 １２番 大和 永治君

１３番 柴田 広辞君 １４番 下川 俊秀君

１５番 井上 太一君 １６番 中野 勝寛君

──────────────────────────

欠席議員 （０名）

──────────────────────────

欠 員（０名）

──────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 副市長 …………… 田代 謙介君

教育長 …………… 蔵元 洋一君 総務部長 ………… 後藤 謙治君

未来創造部長 …… 井上 篤君 未来創造部参事 … 村上 智裕君

市民部長 ………… 北原 鉄也君 保健福祉部長 …… 冷牟田 均君

福祉事務所長 …… 岩切 伸一君 教育部長 ………… 清水 秀一君

建設産業部長 …… 白石 和也君

環境上下水道部長 ………………………………………………… 亀井 誠君

消防長 …………… 髙野 智宏君 総務課長 ………… 久野 朋博君
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財政課長 ………… 持田 将一君 課税課 …………… 大内 智二君

人権男女共同参画課長 …………………………………………… 石井 浩司君

福祉支援課長 …… 山本 竜男君 健康増進課長 …… 八汐 雄樹君

こども未来課長 … 松原 邦加君 建設課長 ………… 小土井 崇君

消防本部次長 …… 上本 聡君 消防総務課長 …… 波多野暢俊君

──────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 志垣 憲一君 書 記 熊谷 浩二君

書 記 山本 和美君 書 記 黒川美寿穂君

──────────────────────────



- 10 -



- 11 -

午前 10時 00分開会

〇議長（中野 勝寛君）

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。これ

より、令和６年第２回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。報告事項は、お手元に配付して

おります。朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．会期の決定

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から７月

４日までの１７日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は１７日間と決しました。

────────────・────・────────────

日程第２．同意案第１号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２、同意案第１号、中間市等公平委員会委員の選任についてを議題といた

します。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

同意案第１号、中間市等公平委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。

中間市等公平委員会委員であります杉野貴人氏の任期が今月３０日で満了となりますこ

とから、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務処理に理解があり、か

つ、人事行政に優れた識見を有しておられます同氏を引き続き選任いたしたく、地方公務

員法第９条の２第２項及び中間市等公平委員会共同設置規約第４条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。ご同意のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第１号は、委員会の付託を省

略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、同意案第１号、中間市等公平委員会委員の選任についてを採決いたします。

この採決は電子表決により行います。

本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

全員賛成であります。よって、同意案第１号については、これに同意することに決しま

した。

────────────・────・────────────

日程第３．同意案第２号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第３、同意案第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

同意案第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。

本市の固定資産評価審査委員会委員であります竹内稔氏の任期が今月２１日で満了とな

りますことから、固定資産の評価について学識経験を有しておられます同氏を引き続き選

任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでござ

います。ご同意のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第２号は、委員会の付託を省

略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、同意案第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたしま

す。この採決は電子表決により行います。

本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

全員賛成であります。よって、同意案第２号については、これに同意することに決しま

した。

────────────・────・────────────

日程第４．承認第２号

日程第５．承認第３号

日程第６．承認第４号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第４、承認第２号から日程第６、承認第４号までの専決処分３件を一括議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

承認第２号、令和６年度中間市一般会計補正予算（第１号）につきましては、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分といたしましたので、同条第３項の規定により

ご報告いたします。

今回の補正は、昨年１１月２日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策

に基づく対策のうち、令和６年度に実施することとされた定額減税を補足する給付及び低

所得者に対する支援について、関連する経費を計上するものでございます。

まず、定額減税を補足する給付につきまして、ご説明申し上げます。給付の前提となる
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定額減税につきましては、３月定例市議会において、関連経費を計上した補正予算の専決

処分をご報告した際にご説明したとおり、令和６年度税制改正におきまして、納税者及び

配偶者を含めた扶養家族一人につき、令和６年分の所得税３万円、令和６年度分の個人住

民税１万円を減税することが決定されております。

この定額減税を補足するものとして、扶養家族等の人数に応じて算定される減税額が定

額減税を行う前の所得税額又は個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれない

と見込まれる場合には、１万円単位でその差額を給付することとなっております。

次に、低所得者に対する支援につきましては、３月定例市議会で給付に係る予算の専決

処分をご承認いただき、住民税均等割のみ課税世帯に対しては、一世帯当たり１０万円を

基礎として、また、子育て世帯のうち住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税

世帯に対しては、世帯員である１８歳以下の児童一人当たり５万円を加算して、既に令和

５年度から給付を開始しているところでございます。

さらに、令和６年度におきましては、新たに住民税非課税等の条件に該当することとな

る世帯に対しても、同様に給付を実施するよう国から方針が示されております。

これらの事業の実施に当たりましては、令和６年度の住民税課税情報に基づき、対象と

なる人数や世帯数を算定する必要がありますが、その情報は、課税計算処理を行う時期で

ある４月下旬頃まで把握できない状況でございました。

その一方で、国の方針に沿って事業を早期に実施するためには、各種給付に係るシステ

ム改修や給付準備に早急に取り掛かる必要があることにより、いずれも緊急に執行する必

要があり、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、関連経費を計上した補正予算

を先月１日付けで専決処分したものでございます。

補正予算の具体的な内容といたしましては、まず、歳出につきまして、総務費におきま

して、定額減税補足給付金の給付に係るものとして、給付金受付・コールセンター運営業

務委託料等の事務費に２，３７０万円、定額減税補足給付金に３億９，５００万円を計上

いたしております。

次に、民生費におきましては、新たに住民税非課税及び均等割のみ課税となる世帯に対

する物価高騰緊急支援給付金の給付に係る経費として、システム改修委託料等の事務費に

４２０万円、物価高騰緊急支援給付金に１億７，０００万円を計上いたしております。

また、新たに住民税非課税等となる低所得者の子育て世帯に対する加算分の物価高騰緊

急支援給付金の給付に係る経費として、システム改修委託料等の事務費に４０万円、物価

高騰緊急支援給付金に１，６００万円を計上いたしております。

これらの事業に要する経費の財源となる歳入につきましては、国庫支出金におきまして、

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に６億９３０万円を計上いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ６億９３９万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ
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れ１８９億７，３０４万３，０００円としたものでございます。

次に、承認第３号、令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）に

つきましては、本年５月３１日付けで地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

といたしましたので、同条第３項の規定によりご報告申し上げます。

令和５年度の中間市特別会計国民健康保険事業の決算を調製いたしましたところ、歳入

総額にあっては４６億４，２７０万円、また、歳出総額にあっては５３億３４０万円とな

り、差引き６億６，０６０万円の不足が生じました。

これを補填するため、令和６年度補正予算として、歳出につきましては、８款の前年度

繰上充用金に、また、歳入につきましては、８款の諸収入にそれぞれ６億６，０６６万２，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億４，８０３万１，０００円とい

たしました。

なお、令和５年度単年度収支につきましては、８６０万円の赤字決算となっております。

この要因といたしましては、歳入におきまして、国民健康保険税が被保険者数の減少に伴

い、前年度と比較して６，３７０万円の減額となったこと、歳出におきまして、令和４年

度に概算交付を受けておりました普通交付金の精算に伴い３，２５０万円の返還が生じた

ことなどによるものでございます。

令和６年度の国民健康保険財政につきましては、国民健康保険事業費納付金総額は減額

となっておりますが、その財源となる国民健康保険税についても被保険者数の減少に伴い

減額となることが見込まれ、厳しい状況となることが想定されることから、今後につきま

しても、引き続き国民健康保険税率の適正化、各種補助金等の活用による財源確保及び保

健事業への積極的な取組による医療費の適正化に努め、福岡県と連携し、国民健康保険財

政の健全化を図ってまいる所存でございます。

次に、承認第４号、令和６年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、本年５月３１日付けで地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分と

いたしましたので、同条第３項の規定によりご報告いたします。

令和５年度の中間市住宅新築資金等特別会計の決算を調製いたしましたところ、歳入総

額にあっては２４０万円、また、歳出総額にあっては３億２，１００万円となり、差引き

３億１，８５０万円の不足が生じました。

これを補填するため、歳出につきましては、２款前年度繰上充用金に、また、歳入につ

きましては、２款諸収入にそれぞれ３億１，８５８万２，０００円を追加し、補正後の予

算総額を歳入歳出それぞれ３億１，９２２万１，０００円といたしました。

なお、単年度収支におきましては、２３０万円の黒字決算となっております。

また、債権の回収及び債権放棄による債務残高の減少に伴い、平成２２年度決算額６億

１，４４５万円に対しまして、令和５年度決算額は、３億２，１０２万円となっておりま



- 16 -

す。

今後におきましても、未収債権回収に鋭意取り組んでまいります。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま議題となっております専決処分３件に対する質疑は、６月２０日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第７．承認第５号

日程第８．承認第６号

日程第９．承認第７号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第７、承認第５号から日程第９、承認第７号までの専決処分３件を一括議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

承認第５号及び承認第６号につきましては、関連がございますので、あわせてご報告申

し上げます。

今回の条例改正につきましては、国における令和６年度の税制改正により、地方税法等

の一部を改正する法律等が本年３月３０日に公布されたことに伴い、中間市市税条例及び

中間市都市計画税条例を改正する必要が生じましたが、これらの法律等の施行日が原則と

して本年４月１日でありましたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、３

月３１日付けで専決処分といたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承

認を求めるものでございます。

初めに、承認第５号の中間市市税条例の一部を改正する条例につきまして、主な内容を

ご説明申し上げます。

まず、賃金上昇が物価高に追い付いていないことによる国民の負担を緩和するため、デ

フレ脱却のための一時的な措置として、令和６年度税制改正により決定されました個人住

民税の定額減税につきまして、令和６年度分の個人住民税所得割から、納税者及び配偶者

を含めた扶養家族一人につき１万円の減税を実施するものでございます。

また、宅地等及び農地の負担調整措置といたしまして、令和６年度から令和８年度まで

の間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行

の負担調整措置の仕組みを継続するものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、法律の施行日に合わせ、原則として令和６年４月

１日とし、その他の地方税法等の改正に合わせた個別の施行日といたします。
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次に、承認第６号の中間市都市計画税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し

上げます。

先ほど市税条例の改正のうち負担調整措置に係る部分でご説明申し上げましたのと同様

に、宅地等及び農地の負担調整措置といたしまして、令和６年度から令和８年度までの間、

商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め現行の負担調

整措置の仕組みを継続するものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、法律の施行日に合わせ、令和６年４月１日といた

しております。

次に、承認第７号、中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

国における令和６年度の税制改正により、地方税法施行令の一部を改正する政令が本年３

月３０日に公布されたことにより、条例を改正する必要が生じましたが、政令の施行日が

本年４月１日でありましたことから、税制の一体的な執行のため、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、３月３１日付けで専決処分といたしましたので、同条第３項の規定

により市議会に報告し、承認を求めるものでございます。

条例改正の内容といたしましては、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る

課税限度額を２２万円から２４万円に引き上げるものでございます。

次に、低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減措置の拡充を図るものでございます。

具体的には、国民健康保険税の５割軽減及び２割軽減の軽減判定の基準の算出におきま

して、一人当たりの加算額を、５割軽減にあっては２９万円を２９万５，０００円に、２

割軽減にあっては５３万５，０００円を５４万５，０００円にそれぞれ引き上げるもので

ございます。

これにより、５割軽減又は２割軽減が適用される納税義務者の範囲が拡充されることか

ら、国民健康保険税の負担を軽減される方が増加することとなります。

なお、条例の施行日につきましては、政令の施行日に合わせ、令和６年４月１日といた

しております。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま議題となっております専決処分３件に対する質疑は、６月２０日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１０．承認第８号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１０、承認第８号、専決処分を報告し、承認を求めることについて（損害

賠償の額を定め、和解することについて）を議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

承認第８号、損害賠償の額を定め、和解することにつきましては、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、専決処分といたしましたので、ご報告申し上げます。

本年３月２５日午後７時１８分に、相手方車両が中間市道出原・新土手線を走行中、舗

装の損傷による穴について、降雨により水がたまり視認が困難であったため、気付かずに

当該穴の上を通過した際に、右前輪が落ち込み、当該箇所のタイヤ及びホイールを損傷す

る事故が発生しました。

本件につきましては、早急に示談をし、相手方に対して損害を賠償する必要がありまし

たことから、本年５月１６日付けで損害賠償の額を２万９，７６６円とし、相手方と和解

することにつきまして、専決処分をいたしました。

なお、損害賠償金２万９，７６６円につきましては、損害保険会社から相手方に直接支

払うこととなっております。

つきましては、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、承認を求め

るものでございます。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま議題となっております承認第８号に対する質疑は、６月２０日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１１．第３３号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１１、第３３号議案、令和６年度中間市一般会計補正予算（第２号）を議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第３３号議案、令和６年度中間市一般会計補正予算（第２号）について、提案理由を申

し上げます。

今回の補正予算は、当初予算成立後、間もない時期ではございますが、その後の事情に

より必要となった経費を計上するものでございます。

それでは、補正の主な内容について、歳出からご説明いたします。

まず、総務費におきましては、旧中央公民館建物解体工事に６，９５０万円を計上する

とともに、工期が来年度に及ぶ見込みであることから、総額１億３，９００万円の継続費

を設定しております。また、財源調整のため財政調整基金積立金を１億５２０万円減額い
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たしております。

衛生費におきましては、新型コロナウイルスワクチンの接種につきまして、これまでの

特例臨時接種が終了し、今年度から定期接種となることに伴い、予防接種委託料に１億１，

４００万円を計上いたしております。

なお、今後につきましては、６５歳以上の高齢者等を対象として、住民税の課税世帯に

あっては３，３００円、それ以外の世帯にあっては０円の自己負担で、本年１０月から接

種を開始する予定としております。

土木費におきましては、通谷地区の歩道橋の老朽化対策といたしまして、歩道橋を撤去

し歩道を新設する経費を計上した当初予算案を３月定例市議会にご提案しておりましたが、

撤去後の踏切横断に係る安全対策が不十分であるとの理由で、この経費について議決をい

ただくことができませんでした。このことを受けまして、地元との協議等も踏まえ、歩道

橋を補修する方針に切り替え、関連する経費として２億４，１１０万円を計上するもので

ございます。

教育費におきましては、部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減、また、部活動

の地域移行を目的といたしまして、部活動指導員の配置及び地域クラブ指導員への謝金等

の経費として、合計６１０万円を計上いたしております。

予備費におきましては、財源調整のため４，７７０万円を減額いたしております。

次に、これらの事業に要する経費の財源となる歳入につきましては、国庫支出金におき

まして、道路メンテナンス事業補助金に１億１，６６０万円を計上いたしております。

県支出金におきましては、地域スポーツクラブ活動体制整備事業事務委託金３１０万円

をはじめとして、合計６２０万円を計上いたしております。

諸収入におきましては、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種助成金に７，４９０万

円を計上いたしております。

市債におきましては、社会資本整備総合交付金等事業に９，３４０万円を計上いたして

おります。

以上により、歳入歳出それぞれ２億９，１３２万３，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ１９２億６，４３６万６，０００円とするものでございます。ご審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま議題となっております第３３号議案に対する質疑は、６月２０日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１２．第３４号議案

〇議長（中野 勝寛君）
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次に、日程第１２、第３４号議案、水槽付消防ポンプ自動車の購入についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第３４号議案、水槽付消防ポンプ自動車の購入について、提案理由を申し上げます。

現在、消防本部に配備しております水槽付消防ポンプ自動車につきましては、平成１６

年に購入し、登録から２０年目を迎えておりますことから、車両及びこれに附属する消防

ポンプなどの機械器具につきまして、経年劣化による不具合が年々増加している状況でご

ざいます。

このような状況を改善し、消防活動能力の向上及び本市における各種災害への的確な対

応を図るためには、最新の機械器具を装備した水槽付消防ポンプ自動車の導入が必要と考

えられますことから、本年度予算に水槽付消防ポンプ自動車購入費を計上し、令和６年３

月市議会定例会において議決をいただいたところでございます。

このたび、水槽付消防ポンプ自動車購入につきまして、先月２３日に８社による入札を

行いました結果、株式会社ハッセイが７，３９２万円で落札しましたことから、同日付け

で同社と仮契約を締結いたしております。

つきましては、同社から水槽付消防ポンプ自動車を購入するに当たりまして、地方自治

法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。ご審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま議題となっております、第３４号議案に対する質疑は、６月２０日の本会議で

行いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１３．第３５号議案

日程第１４．第３６号議案

日程第１５．第３７号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１３、第３５号議案から日程第１５号、第３７号議案までの市道路線３件

を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第３５号議案、中間市道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。

今回、廃止をいたします路線は、中鶴１９号線、中鶴２０号線、中鶴２１号線、中鶴２
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２号線、中鶴２４号線及び中鶴５５号線の６路線でございます。

これらの路線につきましては、現在実施しております中鶴地区建替事業の事業区画内に

ありますところ、既存の公営住宅の解体工事と時期を同じくして道路としての設備を除却

する予定であり、今後、一般交通の用に供することはなくなりましたことから、廃止する

ものでございます。

以上のとおり、６路線を廃止するに当たり、道路法第１０条第３項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。

次に、第３６号議案、中間市道路線の認定について、提案理由を申し上げます。

今回、認定をいたします路線は、御座ノ瀬３号線及び御座ノ瀬４号線の２路線でござい

ます。

これらの２路線につきましては、大字上底井野地内の開発行為に伴い、本市が道路用地

の帰属を受けたことにより、当該道路を市道として認定するものでございます。

道路の概要といたしましては、御座ノ瀬３号線にあっては、平均幅員６.００メートル、

実延長７６．２４メートル、御座ノ瀬４号線にあっては、平均幅員６．００メートル、実

延長８８．６０メートルでございます。

以上のとおり、当該２路線を市道として認定するに当たり、道路法第８条第２項の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。

次に、第３７号議案、中間市道路線の変更について、提案理由を申し上げます。

今回、変更をいたします路線は、中鶴１７号線、中鶴１８号線、中鶴２３号線及び中鶴

２５号線の４路線でございます。

これらの路線につきましては、先ほど第３５号議案でご提案しました６路線と同様に、

中鶴地区建替事業の事業区画内にありますところ、それぞれその一部について、既存の公

営住宅の解体工事と時期を同じくして道路としての設備を除却する予定であり、当該部分

については、今後、一般交通の用に供することがなくなりましたことから、変更するもの

でございます。

道路の概要といたしましては、中鶴１７号線にあっては、幅員３．８８メートル、実延

長７０．５０メートルを幅員３．４０メートル、実延長３９．６０メートル、中鶴１８号

線にあっては、幅員４．８７メートル、実延長１０２．９１メートルを幅員５．７０メー

トル、実延長３３．２０メートル、中鶴２３号線にあっては、幅員３．４２メートル、実

延長１６４．４４メートルを幅員３．４０メートル、実延長１４．２０メートル、中鶴２

５号線にあっては、幅員４．４４メートル、実延長１９９．４３メートルを幅員６．００

メートル、実延長６９．１０メートルに変更するものでございます。

以上のとおり、４路線を変更するに当たり、道路法第１０条第３項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
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〇議長（中野 勝寛君）

ただいま議題となっております市道路線３件に対する質疑は、６月２０日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１６．会議録署名議員の指名

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１６、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、田口善大議

員及び下川俊秀議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

〇議長（中野 勝寛君）

以上で、本日の日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

午前10時33分散会

──────────────────────────────

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長 中 野 勝 寛

議 員 田 口 善 大

議 員 下 川 俊 秀


